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○ かかりつけ医連携薬剤調整加算について、介護老人保健施設において、かかりつけ医との連携を推進し、継続
的な薬物治療を提供する観点から、見直しを行う。【告示改正】

概要

＜現行＞ ＜改定後＞
かかりつけ医連携薬剤調整加算 125単位 ⇒ かかりつけ医連携薬剤調整加算（Ⅰ） 100単位（新設）

かかりつけ医連携薬剤調整加算（Ⅱ） 240単位（新設）
かかりつけ医連携薬剤調整加算（Ⅲ） 100単位（新設）

単位数

かかりつけ医連携薬剤調整加算の見直し

＜かかりつけ医連携薬剤調整加算（Ⅰ）＞
・ 介護老人保健施設の医師又は薬剤師が、関連ガイドライン等を踏まえた高齢者の薬物療法に関する研修を受講してい

ること。
・ 入所後１月以内に、かかりつけ医に、状況に応じて処方の内容を変更する可能性があることについて説明し、合意を得て

いること。
・ 入所中に服用薬剤の総合的な評価を行い、評価内容や入所時と退所時の処方内容に変更がある場合は変更の経緯及

び変更後の状態について、退所時又は退所後1月以内にかかりつけ医に情報提供を行い、その内容を診
療録に記載していること。

＜かかりつけ医連携薬剤調整加算（Ⅱ）＞
・ （Ⅰ）を算定していること。
・ 入所者の服薬情報等を厚生労働省に提出し、処方に当たって、当該情報その他薬物療法の適切かつ有効な実施のため

に必要な情報を活用していること。
＜かかりつけ医連携薬剤調整加算（Ⅲ）＞
・ （Ⅰ）と（Ⅱ）を算定していること。
・ ６種類以上の内服薬が処方されており、入所中に処方内容を介護老人保健施設の医師とかかりつけ医が共同し、総合

的に評価・調整し、介護老人保健施設の医師が、入所時に処方されていた内服薬の種類を１種類以上減少させること。
・ 退所時において処方されている内服薬の種類が、入所時に比べ１種類以上減少していること。

算定要件等

※それぞれ全ての要件を満たす必要。⼊所者1⼈につき1回を限度。退所時に所定単位数を加算

【介護老人保健施設】
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かかりつけ医連携薬剤調整加算の見直し

ワ かかりつけ医連携薬剤調整加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護老人保健施設において、入所者に対し、
介護保健施設サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、当該入所者１人に
つき１回を限度として、当該入所者の退所時に所定単位数を加算する。

（１）かかりつけ医連携薬剤調整加算（Ⅰ） １００単位
（２）かかりつけ医連携薬剤調整加算（Ⅱ） ２４０単位
（３）かかりつけ医連携薬剤調整加算（Ⅲ） １００単位

告示第21号
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かかりつけ医連携薬剤調整加算の見直し

告示第95号別に厚生労働大臣が定める基準

九十一の二 介護保健施設サービスにおけるかかりつけ医連携薬剤調整加算の基準

イ かかりつけ医連携薬剤調整加算（Ⅰ） 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
（１） 当該介護保健施設サービスを行う介護老人保健施設の医師又は薬剤師が高齢者の薬物療法に

関する研修を受講していること。
（２） 入所後一月以内に、状況に応じて当該入所者の処方の内容を変更する可能性があることに

ついて当該入所者の主治の医師に説明し、当該主治の医師が合意していること。
（３） 入所中に服用薬剤の総合的な評価を行い、評価の内容及び入所時と退所時の処方の内容に

変更がある場合は変更の経緯、変更後の入所者の状態等について、退所時又は退所後一月
以内に当該入所者の主治の医師に情報提供を行い、その内容を診療録に記載していること。

ロ かかりつけ医連携薬剤調整加算（Ⅱ） 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
（１） かかりつけ医連携薬剤調整加算（Ⅰ）を算定していること。
（２） 当該入所者の服薬情報等の情報を厚生労働省に提出し、処方に当たって、当該情報その他

薬物療法の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。

ハ かかりつけ医連携薬剤調整加算（Ⅲ） 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
（１） かかりつけ医連携薬剤調整加算（Ⅱ）を算定していること。
（２） 当該入所者に六種類以上の内服薬が処方されており、介護老人保健施設の医師と当該

入所者の主治の医師が共同し、入所中に当該処方の内容を総合的に評価及び調整し、
介護老人保健施設の医師が、当該入所者に処方する内服薬について、入所時に処方されて
いた内服薬の種類に比べて一種類以上減少させること。

（３） 退所時において処方されている内服薬の種類が、入所時に処方されていた内服薬の種類に
比べて一種類以上減少していること。
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かかりつけ医連携薬剤調整加算の見直し

（２９） かかりつけ医連携薬剤調整加算（Ⅰ）について

① かかりつけ医連携薬剤調整加算（Ⅰ）は、入所者の薬物療法について、入所中の総合的な評価並びに
入所時及び退所時における当該入所者の主治の医師との連携を評価するものであること。

② 入所後１月以内に、別紙様式８を参考に、状況に応じて当該入所者の処方の内容を変更する可能性が
あることについて主治の医師に説明し、合意していること。その際、処方経緯等の情報を収集することが
望ましいこと。

③ 入所中は、複数の薬剤の投与により期待される効果と副作用の可能性等について、当該入所者の病状
及び生活状況等に伴う服薬アドヒアランスの変動等について十分に考慮した上で、総合的に評価を行うこと。

④ 総合的な評価及び変更に当たっては、「高齢者の医薬品適正使用の指針（総論編）」（厚生労働省）、
「高齢者の医薬品適正使用の指針（各論編（療養環境別））」（厚生労働省）及び日本老年医学会の関連
ガイドライン（高齢者の安全な薬物療法ガイドライン）等を参考にすること。

⑤ 退所時又は退所後１月以内に、別紙様式９を参考に、評価の内容、処方内容の変更の理由・経緯、変更
後の状態等について、主治の医師に情報提供を行い、その内容を診療録に記載している場合に、当該
入所者一人につき１回を限度として、当該入所者の退所時に所定単位数を加算する。

⑥ 当該介護保健施設サービスを行う介護老人保健施設の医師又は常勤の薬剤師が、高齢者の薬物療法
に関する内容を含む研修を受講していること。ただし、高齢者の薬物療法に関する十分な経験を有する
医師又は薬剤師については、高齢者の薬物療法に関する研修を受講した者とみなす。また、令和３年
１０月３１日までの間にあっては、研修を受講予定（令和３年４月以降、受講申込書などを持っている場合）
であれば、研修を受講した者とみなすが、１０月３１日までに研修を受講していない場合には、４月から
１０月までに算定した当該加算については、遡り返還すること。

⑦ 令和３年３月３１日までに入所した者について、処方内容の変更について主治の医師と合意しており、
③、⑤及び⑥を満たす場合は、算定できる。

※研修は、全老健では、「老健管理医師総合診療研修会」が認められるとのこと。ＱＡで示される予定

留意事項（老企第40号）
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かかりつけ医連携薬剤調整加算の見直し

（３０） かかりつけ医連携薬剤調整加算（Ⅱ）について LIFE 個別
① かかりつけ医連携薬剤調整加算（Ⅰ）の算定要件を満たすこと。
② 入所期間が３月以上であると見込まれる入所者であること。
③ 厚生労働省への情報の提出は、入所期間が３月を超えると見込まれる入所者について、ＬＩＦＥを用いて行う

こととする。ＬＩＦＥへの提出情報、提出頻度等については、「科学的介護情報システム（ＬＩＦＥ）関連加算に
関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」を参照されたい。
サービスの質の向上を図るため、ＬＩＦＥへの提出情報及びフィードバック情報を活用し、入所者の病状、

服薬アドヒアランス等に応じた処方の検討（Plan）、当該検討に基づく処方（Do）、処方後の状態等を踏まえた
総合的な評価（Check）、その評価結果を踏まえた処方継続又は処方変更（Action）の一連のサイクル（ＰＤＣＡ
サイクル）により、サービスの質の管理を行うこと。
提出された情報については、国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上に資するため、適宜

活用されるものである。

（３１） かかりつけ医連携薬剤調整加算（Ⅲ）について LIFE 個別

① かかりつけ医連携薬剤調整加算（Ⅱ）の算定要件を満たすこと。
② 内服を開始して４週間以上経過した内服薬が６種類以上処方されている入所者に対して、入所中に当該

処方の内容を介護老人保健施設の医師と当該入所者の主治の医師が共同し、総合的に評価及び調整を
行い、介護老人保健施設の医師が、当該入所者に処方する内服薬について、入所時に処方されていた内服
薬の種類に比べ１種類以上減少させ、かつ、退所時において処方されている内服薬の種類が、入所時に
比べ継続して１種類以上減少している場合に、当該入所者一人につき１回を限度として、当該入所者の
退所時に所定単位数を加算する。

③ 入所時において当該入所者が処方されている内服薬のうち、頓服薬については内服薬の種類数から除外
する。また、服用を開始して４週間以内の薬剤については、調整前の内服薬の種類数から除外する。

④ 当該加算の算定における内服薬の種類数の計算に当たっては、錠剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤及び
液剤については、１銘柄ごとに１種類として計算する。

⑤ 当該加算を算定するに当たっては、合意した内容や調整の要点を診療録に記載する。

留意事項（老企第40号）

留意事項（老企第40号）
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薬剤調整報告書

薬剤変更等に係る情報提供書

かかりつけ医連携薬剤調整加算（Ⅰ）

かかりつけ医連携薬剤調整加算（Ⅱ）

かかりつけ医連携薬剤調整加算（Ⅲ）

かかりつけ医に、状況に応じて処方の内容を
変更する可能性があることについて説明し、
合意

（Ⅱ）厚労省にデータ提出（LIFE）
（Ⅲ）６種類以上の内服薬から１種類以上

減少していること

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（短期入所サービス及び特定施設入居者生活介護に係る部分）及び指定施設サービス等に
要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について 「別紙様式８（薬剤調整報告書）」参照

別紙様式８
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データ提出に必要

減薬ができているかなど

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（短期入所サービス及び特定施設入居者生活介護に係る部分）及び指定施設サービス等に
要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について 「別紙様式９（薬剤変更等に係る情報提供書）」参照

別紙様式９


